
 

 

 

『介護老人保健施設 縁樹』重要事項説明書 

介護予防訪問リハビリテーション・訪問リハビリテーション 

 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（徳 島 県 指 定）第 3651580171 号 

 

 

 

当施設はご利用者に対して訪問リハビリテーションサービスを提供します。施設の概要や

提供されるサービスの内容等、ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 

※訪問リハビリテーションの利用は、要介護認定の結果「要支援 1､2」又は「要介護 1

以上」と認定された方が対象となります。 
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1．施設経営法人 

(1) 法人名    医療法人 悠穣会 

(2) 法人所在地  板野郡松茂町中喜来字群恵 278番地 7 

(3) 電話番号   088-699-5355 

(4) 代表者氏名  理事長 芳川 博哉 

(5) 設立年月日  平成 2年 1月 1日 

 

2．ご利用施設 

(1) サービスの種類 

 介護予防訪問リハビリテーション・訪問リハビリテーション 

(2) 介護予防・訪問リハビリテーションの目的 

  要支援者・要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介護サ

ービス計画に基づき、当施設の理学療法士等がご自宅に訪問してリハビリテーショ

ンを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とします。 

(3) 施設の名称 

   介護老人保健施設 縁樹 

(4) 施設の所在地 

 徳島県板野郡松茂町広島字四番越 1番地 5 

(5) 電話＆ＦＡＸ番号 

   TEL  088－699－7888   FAX  088－699－7890 

(6) 管理者 

   氏 名  芳川 博哉 

(7) 当施設の運営方針 

施設の職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した 

日常生活を営なむことができるよう、医学的な健康管理、その他必要な療養上の看   

護、介護及び機能訓練を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上を図り生活 

    全般にわたる援助を行う。 

   事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿

密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 (8) 開設年月日 

平成 12 年 4月 1日 

（9）営業日及び営業時間 

   月曜日～土曜日（ただし、祝祭日及び 12 月 31日～1 月 3日までを除く） 

   9:00～17:00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（10）施設の職員体制(基準人数)当施設は基準人数よりゆとりある人員配置をしていま

す。 

訪問リハビリテーション 
常勤 

業務内容 
専従 兼務 

・医  師  1 医学的管理、療養上の指導 

・理学療法士  4  

医師の指示によるリハビリテーション ・作業療法士  2 

・言語聴覚士  1 

 

3．サービス内容 

サービスを提供するにあたり、利用者に関わる医師及び理学療法士、作業療法士その

他専ら訪問リハビリテーションの提供にあたる従事者の協議によって、訪問リハビリテ

ーション計画が作成されます。その際、利用者及び身元引受人の希望を十分に取り入れ、

また、計画の内容については同意をいただくようになります。 

 

 ① 訪問リハビリテーション計画の立案 

② 機能訓練 

 ③ その他 

 

4. 利用料金 

 別紙 1 のとおり 

 

5．協力医療機関等 

・協力医療機関      

 ・名 称  芳川病院 

     ・住 所  徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵 278番地 8 

  ・協力歯科医療機関 

     ・名 称  佐賀歯科医院 

     ・住 所  徳島県鳴門市大津町矢倉六ノ越 70－2 

 

6．他機関・施設との連携 

(1)協力医療機関への受診 

    当施設では、病院・診療所や歯科診療所に協力をいただいていますので、利用者

の状態が急変した場合には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

 (2)関連施設の紹介 

    当施設には、医療法人悠穣会並びに社会福祉法人友情会に下記の様々な関連施設

があります。 

     ・芳川病院（療養型医療施設、短期入所療養介護、通所リハビリテーション、           

訪問診察、訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理） 

・グループホーム向喜来の家 



 

 

・サービス付き高齢者向け住宅 福有えんじゅ 

・ふくゆうデイサービスセンター 

・ふくゆうヘルパーステーション 

     ・ケアハウスえんじゅ 

     ・えんじゅホームヘルパーステーション 

     ・えんじゅデイサービスセンター 

     ・えんじゅ在宅介護支援センター 

・グループホームえんじゅ 

・北島えんじゅヘルパーステーション 

・北島えんじゅデイサービスセンター 

・北島えんじゅ居宅介護支援事業所 

 

7．利用に当たっての留意事項 

・サービス利用に当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

・当施設の職員に対して、宗教活動・営利行為・政治活動の禁止 

 

8．緊急時における対応方法 

利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当て

を行うと共に、速やかに管理者や主治医に連絡を行い、必要な措置を講じます。また、

緊急連絡先に連絡いたします。 

 

9．苦情の受付について 

(1)当施設における要望・苦情、相談等申し出窓口 

     解決責任者  施設長 湯浅 安人 

  受付担当者  事務長 河見 佳代 

電 話 番 号   （088）699－7888 

 (2)その他の要望・苦情、相談等申し出窓口 

機 関 名 住  所 電話番号 受付時間 

徳島県運営適正化委員会 徳島市中昭和町 1-2 (088)611-9988 9:00～17:00 

国民健康保険団体連合会 

介護保険課 
徳島市川内町平石平松 78-1 (088)665-7205 9:00～17:00 

松茂町役場 長寿社会課 松茂町広島字東裏 30 番地 (088)699-2190 8:30～17:15 

北島町役場 健康保険課 北島町中村字上地 23-1 (088)698-9805 8:30～17:15 

鳴門市役所 長寿介護課 鳴門市撫養町南浜字東浜 170 (088)684-1175 8:30～17:15 

徳島市役所 高齢介護課 徳島市幸町 2-5 (088)621-5585 8:30～17:00 

 

 
   

 

 

 



 

 

10．その他 

  当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご

相談ください。（電話 088－699－7888） 

 また、要望や苦情なども、支援相談担当者にお寄せいただければ、速やかに対応いた

します。 


